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垂水区街路樹管理業務委託仕様書（案） 

 

 

Ⅰ 総則 

１．業務目的 

本業務は、別添位置図に示す区域内において、本市が管理する街路樹及び緑地帯等を

安全で美しい状態に保つことを目的とする。 

 
２．業務名称 

垂水区街路樹管理業務委託 
 
３．業務場所 
   垂水区内の街路樹及び緑地帯等 

※別紙１「位置図」参照 
 
４．業務内容 

 垂水区内の街路樹、緑地帯等を良好に維持するために、数量表（別紙２）によらず必要

な管理作業等を自主的に判断し、本市の承諾により適正に実施する。 
 
（作業内容） 

高木剪定作業、中低木剪定作業、草刈作業、抜根除草作業、病害虫駆除作業、点検業務 

等 
    

５．業務委託の期間 

業務委託期間は、令和８年４月１日から令和 11年３月 31 日までとする。 

 

６．仕様書の適用 

本仕様書は、「垂水区街路樹管理業務委託」を実施するためのものである。仕様書に定めの

無い事項又は疑義が生じた場合、その都度、本市と受託者が協議の上、業務を実施するものと

する。 

 

７．法令の遵守 

業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守しなければならない。 

 

８．業務計画書の作成 

受託者は、契約締結後すみやかに業務計画書を作成し、本市に提出しなければならない。ま

た、業務実施期間中は進捗状況等を定期的に報告する。なお、その内容を変更しようとする時

は協議とする。業務計画書には、次の事項を記載するものとする。 

（１）業務概要 

（２）実施方針 

（３）業務工程 
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（４）業務実施体制 

（５）打合せ計画書 

（６）緊急連絡先 

（７）勤務時間外連絡先 

（８）その他必要とするもの 

 

９．業務報告書 

受託者は、業務の実施状況等について、四半期ごとに四半期報告書を本市へ提出するこ

ととする。また、本市が業務の実施状況等の報告を求めたときは随時報告することとする。 

四半期報告書には、次の事項を記載し、仕様書や企画提案内容の進捗およびその効果を

わかりやすくまとめること。 

（１）業務実施概要 

（２）業務実施工程 

（３）安全管理の取り組み 

（４）通常業務の結果報告 

（５）点検業務の結果報告 

（６）企画提案内容の取り組み状況・報告 

（７）その他業務上工夫した点、課題解決に向けた取り組み等 

（８）指示書・打合簿等の指示事項の記録及び対応報告 

 

10．個人情報・機密の保持 

受託者は、業務上知り得た個人情報及び機密を他に漏らしてはならない。 

 

Ⅱ 業務内容（参考） 

１．基本方針 
・受託者は「街路樹の機能向上や地域の価値向上」の達成に向けて、区域内の街路樹・緑

地帯等を良好に維持するため、業務場所の樹木の生育状況や周辺施設・環境等を参考に、

必要な作業を自主的に判断し、本市の承諾により適切に実施すること。 
・業務に関しては数量表によらず受託者の自主的判断及び監督員の指示等によって、街路

樹及び緑地帯等の良好な維持のため積極的に業務を履行することとする。 
・緑地帯の管理は、低木の生長や雑草の伸び具合、交通安全などの観点から優先順位を考

え、計画的に効率良く、かつ区内の中でバランスよく実施すること。 
  ・周辺の施設や歩道の利用状況を考慮しつつ景観や美観に配慮し、市民の快適な空間の創

出を図ること。 
  ・災害時の倒木や立ち枯れ等による通行人等の危険性を減らすため、これらを事前に発見

するように努めること。 
 
２．街路樹管理作業 

街路樹は風格あるまちなみ景観を形成する重要な構成要素である。樹種ごとの特徴を活

かしながら剪定を行い、道路空間の利用や景観に配慮した質の高い管理を行うこと。 

※ 本市と協議の上、企画提案書に基づき

一部変更することがある。  
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（１）高木剪定作業 

①基本剪定 
・街路樹の樹形を整え、健全な育成を行うとともに良好な都市景観を形成しつつ、周辺

環境に適応した状態に維持管理することを目的とする。 
・剪定は「剪定方法に関する資料」を踏まえて実施すること。 

「剪定方法に関する資料」は下記に掲載している。 
神戸市 HP ホーム > まちづくり > 公園 > 各種資料・申請書類 

URL:https://www.city.kobe.lg.jp/a10019/kurashi/machizukuri/park/shiryou/index.html 

・路線・樹種・季節及び樹齢によって剪定の程度・方法が異なるため、作業着手前に路

線ごとに試し切りを行い、本市の承諾を得てから本作業に着手すること。 
・落葉樹は、紅葉の状況をよく観察し、作業開始時期を本市と協議すること。 
・樹姿･樹形･樹冠の仕立ては自然樹形を原則とする。 
・樹高･枝張り･枝密度を調整すること。 
・建築限界内（車道部：道路面より 4.8ｍ（市から指示がある場合は 4.5ｍ）、路肩

部：4.1ｍ(市から指示がある場合は 3.8ｍ)、歩道部：歩道面より 2.5ｍ）の下枝につ

いては、樹木主幹部の付け根から切り落とすこと。 
・生育上の不要枝〈やご･胴吹き枝･さがり枝･立ち枝･さかさ枝･からみ枝･徒長枝･平行

枝等〉を除去すること。 
・作業中は歩行者に対しお知らせ看板を設置すること。 
・街路樹を良好に保つための剪定計画及び方法について本市に提案すること。提案にあ

たっては、「街路樹再整備方針」の中の P11「再整備方針 2 風格あるまちなみ景

観の形成 ①適正な剪定管理」を参考にすること。 
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/26/saiseibihonpen.pdf 

 

 
 
 
ア．冬期剪定（骨格剪定） 

・樹木の樹形（骨格）を整えるための剪定。 
主として切り詰め、切り返し、枝抜き剪 
定を行うこと。 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a10019/kurashi/machizukuri/park/shiryou/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/26/saiseibihonpen.pdf
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イ．夏期剪定（枝抜き剪定等） 

・樹冠内に陽光や風を入れて、蒸れによる 
枝葉障害の防止や、台風による倒伏を防 
ぐための剪定。主として枝抜き、枝すかし剪定を行うこと。 

 
②障害枝剪定 
ア．障害枝剪定 

民家障害、交通障害、照明障害等となっている枝を剪定すること。 
・民家障害：民地内へ侵入または接近しすぎている枝、通風、採光の妨げとなる枝

を除去すること。 
・交通障害：歩行者、自動車などの車両の通行障害、信号や交通標識等の視認の妨

げとなる建築限界内の下枝については、樹木主幹部の付け根から切り

落とすこと。やご･胴吹き枝を除去すること。 

・照明障害：照明の妨げとなる枝を除去すること。 

・架線障害：架線の障害となる枝を除去すること。 

（高圧線・変圧器から２ｍ程度離す） 
・危険枝 ：キズ･枯損により危険のある枝を除去すること。 

イ．胴吹除去 
・胴吹き枝およびやごを除去すること。 

 
③共通事項 

・作業により発生した落葉･小枝･切りくず等は、丁寧に掃き集めて清掃すること。 
・剪定跡は必要に応じて防腐剤等で保護すること。 

 

④剪定枝の処分 

ア．作業により発生した剪定枝・撤去木等の処分は、市内の神戸市許可一般廃棄物処

分業者が運営する施設（別紙３「神戸市許可一般廃棄物処分業者一覧（木くず処理

関係）」参照）にて処分すること。 

イ．上記①の施設で処分が困難な場合は、クリーンセンター等にて処分すること。 

 
（２）中低木剪定作業 

・緑地帯内の中低木の樹形を整え、枯枝及び徒長枝を剪定する。 

・低木の刈込高は車道舗装面より 90ｃｍ以下を標準とするが、視距の確保が必要である部分

（中央分離帯開口部及び横断歩道周辺）の区域では、車道舗装面より 50ｃｍ以下とする。 

・交通影響部分にあっては歩行者及び車両からの視距が確保できるように留意すること。 

 

（３）草刈作業 

・緑地帯内等の雑草を根際から刈り取り、刈草を残さないように清掃する。 

・刈払機使用の際に低木や高木の幹などを傷めないよう十分に注意して作業すること。 
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（４）抜根除草作業 

・緑地帯内及び植樹桝内の雑草や実生木を根から抜き取り、あわせて根元に生えているひこば

え等を切除する。 

・芝生等その他の有用植物を傷めないよう十分に注意して作業すること。 

・植樹桝内の除草の際には、植桝外周の目地部についても除草すること。 

・あわせて、縁石・街渠部等の目地から生えている雑草を除去し、街路樹の植栽管理と一体的

に行うことで、景観の向上に努めること。 

 

（５）病害虫駆除作業 

  ・受託者は、病虫害の発生する時期に病虫害調査を行い、発見した場合は本市に報告し早期処

置に努めること。 

・駆除作業は、薬剤散布者及び作業補助者で構成し、最低２名以上の体制とする。 

・散布にあたっては、作業を行う２～３日前までにビラを配布する等、周辺住民に周知徹

底を図り、第三者の商品、洗濯物、飼育動物、池の中の魚などに被害を及ぼさないよう

に行うこと。また、散布の影響がある駐車車両、洗濯物がある場合は散布を中止するこ

と。 

・散布前には携帯マイク等にて周辺にアナウンスをして、付近住民に対して周知を図るこ

と。 

・散布する場所に通行人等が近寄る恐れのある場合は、散布作業中及び薬液が乾くまでの

間は、見張り役を置く又はセーフティコーン等の保安施設を風で容易に転倒しないよう

設置して立ち入り防止対策を行うこと。 

・作業にあたっては、現場条件に応じて交通誘導警備員を配置し、安全管理を徹底するこ

と。 

・薬剤散布後、付近に落下した害虫等は、清掃し除去すること。 

 

（６）特定外来生物への対応 

・特定外来生物のオオキンケイギクについては、別添を参考に除草・草刈作業の中で除去する

こと。草刈の対象地の場合であっても、抜根にて除去するよう努めること。また、繁殖しな

いよう種子がこぼれ落ちる前に除去するよう努めること。 

・特定外来生物のアルゼンチンアリについては、別添を参考に他地域へ拡散させないよう注意

して作業にあたること。なお、大量に発生している状況を発見した場合は市に報告すること。 

・特定外来生物のクビアカツヤカミキリ・ツヤハダゴマダラカミキリについては、別添を参考

に業務場所等で発生の疑い（成虫の発見やフラス等の幼虫の痕跡など）を確認した場合はす

みやかに市に報告すること。 

 

（７） その他 

・本市に寄せられた市民要望に対しては、本市と協議の上で作業計画の中で適切かつ効率的に

対処すること。 

・作業で発生する刈込枝や刈草、落葉等のごみについては、本市環境局の定める事業系ごみの

排出区分に従い、適正に処分すること。 

・月間予定表を前月 25日までに提出すること。また、毎月５日までに前月の月間実績表を提

出し報告すること。 
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・原則として、官公庁の休日または夜間に作業を行わないこと。やむを得ず作業を行う場合は、

本市の承諾を得ること。 

 

３．点検業務 

（１）受託者は、区域内の街路樹が安全で快適な環境を維持できるよう、雑草の繁茂や低木

の徒長、胴吹きや病害虫の発生状況等について、計画的に点検を行うこと。 

（２）点検結果に基づき、優先される場所や必要とされる作業の把握を行い、作業に反映するこ

と。 

（３）点検によって枝折れや半倒木、腐朽木等を発見した場合は、速やかに本市に報告する

とともに、緊急に対応を要する場合はその場で復旧を行い、後日対応する場合でもカ

ラーコーン等で安全確保を行うこと。 

（４）街路樹の管理については、街路樹再整備方針(平成 29 年４月策定)において、道路空間や

周辺環境に応じた街路樹の適正化を進めていくとしている。これらの視点から具体的な場

所の改善提案を毎年少なくとも各年度末までに行うこと。特に、交差点や横断歩道付近

等で視距障害となっている街路樹を発見した場合は、撤去等の改善提案を行うこと。 

 

４．業務責任者 

（１）受託者は、本業務の履行にかかる業務責任者を選任し、その氏名連絡先その他必要な

事項を書面により本市に通知しなければならない。これらを変更した場合も同様とす

る。 

（２）業務責任者とは本業務の履行に係る責任者であり、本業務を統括し、その運営、取締、

作業に関する一切の事項の処理を行うものとする。 

（３）業務責任者は、本市との連絡を密にし、本作業に係る履行管理、人員の配置等の履行

体制の報告等を、原則として、書面をもって行うものとする。 

（４）業務責任者は毎作業日について、安全管理状況も含めた作業の履行状況を確認するこ

と。 

（５）本市は業務責任者が業務を適正に行っていないとき、その他必要と認めるときは、業

務責任者の交代等その理由を明示した文書により必要な措置をとるべきことを請求で

きる。  

（６）本市が受託者に対し本業務に関する指示を行うときは、急を要する場合を除くほか、

原則として業務責任者に対して行うものとする。 

 

５．設備等の使用 

・受託者は業務の履行のために使用する設備、工器具類、消耗品等を受託者の責任と費

用負担により調達しなければならない。 

 

６．提出書類 

  本作業について必要な書類は、別紙４「提出書類一覧表」のとおりとする。 
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７．安全管理 
（１）受託者は作業にあたっては、事故防止・安全管理に充分注意し、現場条件に応じて交

通誘導員や必要な工事標示板・セーフティーコーン・セーフティーバー等の保安施設

を設置し、安全管理を徹底すること。なお、これらの保安施設には風で転倒しないよ

う重石を設置するなど、対策を講ずること。保安施設等は「神戸市土木請負工事

必携」の「道路工事現場における保安施設等の設置基準」に基づくこととし、

「保安施設等の設置、交通誘導員の配置方法」を参考に道路使用許可申請（警

察協議）をおこない、必要な保安施設等の設置を行うこと。なお、道路形状等に

より「保安施設等の設置、交通誘導員の配置方法」によることが困難な場合

は監督員と協議の上、十分な安全管理を行うこと。 

「保安施設等の設置、交通誘導員の配置方法」は下記に掲載している。 

神戸市 HP ホーム > まちづくり > 公園 > 各種資料・申請書類 

URL:https://www.city.kobe.lg.jp/a10019/kurashi/machizukuri/park/shiryou/index.html 

 

（２）「交通誘導警備員」とは、警備業者の作業員で、交通整理、作業車の誘導等の作業に従

事する者をいう。また「交通誘導員」とは、「交通誘導警備員」に加え、受託者の作業

員で、交通整理、作業車の誘導等の作業に従事する者をいう。 

＊兵庫県公安委員会告示で検定合格警備員の配置が必要と定められた路線（県公安委員会指定路

線）については、『路線警備員等の検定に関する規制（平成十七年十一月十八日国家公安委員会

規制二十号）に基づく交通誘導警備検定合格者（1 級または 2 級）』を規制箇所ごとに 1 名以上

配置するものとする。 

〈交通誘導員の配置区分〉 

作業場所 配置する交通誘導員の種類 最低配置数 

県公安委員会指定路線 

交通誘導警備員Ａ 

（交通誘導警備検定合格１級 

又は 2 級の警備業者作業員）  
規制箇所ごとに１名 

上記以外  任意 

「保安施設等の設置、交通

誘導員の配置方法」を参考

におこなう 

警察協議結果に従う 

（３）刈払機等を使用する際は、小石の撥ねなどが考えられるため、市が承諾する

場合を除き必ず防護シートを設置し、歩行者や車・隣接施設などに影響がない

よう十分な安全対策を行うこと。防護シートを使用しない刈払機作業を行う場

合は、事前に文書にて市の承諾を得ること。また、通行の多いときは作業を停

止するなど、安全管理には万全を期すこと。  
（４）歩行者及び周辺住民・沿道店舗等に迷惑を及ぼさないよう十分配慮すること。必要に

応じて作業前の声かけなどの周知を行うこと。 
（５）作業員の事故を防止するために必要な服装や装備等を着用すること。特に高所作業に

おいては現場状況に応じて墜落制止用器具等の必要な措置を講じること。 
（６）やむを得ず歩道に車両を乗り上げて作業を行う場合は、警察協議の上、舗装

面を養生すること。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a10019/kurashi/machizukuri/park/shiryou/index.html
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（７）安全管理に関する自主管理内容を確認するために様式２「安全管理点検表」を作成し、

これにより定期的に点検を行うこと。 
（８）受託者は「神戸市土木請負工事必携（令和７年１０月）」に定めるとおり、安全訓練

等を実施すること。 
（９）労働安全衛生法等関連法令に基づく必要な措置を常に講じること。 

（10）高所作業車上で剪定した枝葉は、不用意な落下事故を防ぐため、ゴンドラ内への回収

や、ロープ等での吊り下ろし、地上の作業員への手渡しなどの方法により、安全確保

を確実に行って地上に下ろすこと。 

（11）架空線（高圧線・通信線等）の影響により作業の安全性が確保できない際には、本市

に報告のうえ架空線の所有者との立会を行い必要な措置を講じ、作業の安全を徹底す

ること。 

(12) 道路使用許可等の関係官公庁への必要な手続きは、受託者がその責任において遅滞な

く行うこと。 

 

８．業務の引き継ぎについて 

 （１）次年度契約の受託者に引継ぐにあたっては業務引継書を作成し、次年度契約の受託者

が決定した後速やかに（２週間以内）、３年間の業務実施内容や方針について十分な引

継ぎを実施すること。 

（２）業務引継の実施後は速やかに、（１）の業務引継書に引継実施日時、それぞれの会社

名および業務責任者名を記載のうえ、本市に提出してその内容を報告すること。 

 

９．その他 

（１）本市（垂水建設事務所）が開催する請負作業連絡会議に出席すること。 

（２）受託者は作業に関して第三者から交渉のあったとき、あるいは交渉を要するときは、

事前に本市に報告し、その指示に従うこと。 

（３）事故の発生、及び第三者に対して損害を及ぼした場合は、速やかに本市に報告すると

ともに、受託者の責任において解決すること。また、関係諸機関への連絡、通報、応

急措置を行うこと。 

（４）本業務にかかる責任の所在はリスク分担表（別紙５）による。 

（５）本調達にかかる令和８年度一般会計予算が成立しない場合は、契約を締結しないこと

がある。 

（令和７年１１月作成） 

 

  





〇除草・草刈・中低木剪定（歩道） （別紙 2）

寄植せん定（中木） 草刈 抜根除草
ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ､
ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ他

①　ｱﾍﾞﾘｱ､
ﾌﾟﾘﾍﾟｯﾄ他

②　ﾄﾍﾞﾗ
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ
ｽﾄﾞｳﾂｹﾞ他

③　ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ、
ﾍﾃﾞﾗ、ｼｼｶﾞｼ
ﾗ､ﾕｷﾔﾅｷﾞ､他

①除草
中低木植栽内
植桝除草

回数

1 朝谷幹線 1 2

2 神戸明石線 2 1 1 2 2

3 平尾線 2 2 2

4 王居殿緑地帯 2 2

5 東垂水町緑地帯 2 2

6 塩屋舞子線 3 1 1 2

7 塩屋多井畑線 2 1 2

8 城ヶ山線 1 1 2 2

9 須磨多聞線その１ 1 2 1 2 2

10 須磨多聞線その２ 2 1 1 2 2

11 名谷町押土緑地帯 1 2 2

12 垂水妙法寺線その１ 1 2 1 3

13 垂水妙法寺線その２ 2 1 2 2

14 福田街園 1 2 2

15 つつじヶ丘1・7号線 1

16 東名谷1号線 1 2

17 神和台37号線 1 2

18 桃山台73・74・69号線 1 1 2 2

19 名谷下畑線 1 1 2 2

20 西下畑1号線 1 2

21 つつじヶ丘31号線 2

22 桃山台39号線 1 2

23 塩屋丸山線 1 2

24 修道緑地帯 2 2 2

25 西名1号線 2

26 東垂水137号線 1 2 2

27 つつじヶ丘108号線 1 2

28 名谷高曽２号線 2

29 福田川左岸2号線 1 1 1 2 2

30 福田川右岸線 1 1 2 2

31 学園緑が丘１号線 1 1 2 2

32 学園緑が丘49号線 2 1 2

33 学園緑が丘58・59・60号線 1 2 1 2 2

34 高尾美の谷線 1 2

35 西垂水57・58・60号線 1 2

36 日向線 2

37 天神川垂水駅福田川線 2

38 箱木花壇（仮称） 1 2 2

39 大谷花壇．塩中前花壇 1 2 2

40 松風台１丁目緑地帯 1 2

41 城が山１丁目緑地帯 1 2

42 学園多聞線 2 1 1 2 2

43 学園南線 2

44 舞子多聞線 1 1 2 2

45 小束山地内線 1 2

番
号

路線名・街園名

作業種別 　寄植せん定（低木）

樹種名

回数回数 回数 回数回数



歩道-1 （別紙 2）

寄植せん定（中木） 草刈 抜根除草
ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ､
ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ他

①　ｱﾍﾞﾘｱ､
ﾌﾟﾘﾍﾟｯﾄ他

②　ﾄﾍﾞﾗ
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ
ｽﾄﾞｳﾂｹﾞ他

④　ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ、
ﾍﾃﾞﾗ、ｼｼｶﾞｼ
ﾗ､ﾕｷﾔﾅｷﾞ､他

①除草
中低木植栽内
植桝除草

46 学が丘1号線 1 1 2 2

47 学が丘２号線 1 2

48 学が丘３号線 1 2

49 学が丘２６号線 1 1 1 2 2

50 学が丘29・30号線 1 1 2 2

51 学が丘33号線 2 2

52 学園緑が丘18号線 2 1 2 2

53 本多聞1号線 1 2

54 本多聞２号線 2

55 本多聞64号線 1 2 2 2

56 本多聞71・76号線 1 1 2 2

57 本多聞75号線 2 1 2

58 本多聞７号線 2

59 本多聞84号線 1 2 2 2

60 舞子墓園線 1 1 2

61 南多聞4丁目緑地帯 2 1 2

62 南多聞5号線 2 1 2

63 積水多聞団地内線 1 1 2

64 多聞伊川谷線 1 2 1 2 2

65 明舞団地内線 2 1 1 2 2

66 狩口伊川谷線 2 1 2 2

67 神陵台1号線 2 1 2 2

68 神陵台２号線 2

69 神陵台20号線 2

70 神陵台22号線 2

71 商大線 1 1 2 3

72 高丸陸10・22号線 2

73 多聞台1号線 2 2

74 塩屋舞子線 1 1 2

75 狩口線 1 1 2

76 狩口東線 1 2

77 舞子狩口線 1 2

78 西脇1丁目緑地帯 1 2

79 舞子公園駅北線 1 1 2

80 舞子駅高広線 1 2

81 舞子駅前広場 1 2 2

82 舞子小学校前緑地帯 1 1 2 2

83 霞ヶ丘駅前緑地 1 1 2 2

歩道　合計 1,720 51,110 82,220

回数

作業種別

路線名・街園名

樹種名

番
号

回数

　寄植せん定（低木）

回数回数 回数

45,590

回数



〇除草・草刈・中低木剪定（中分） （別紙 2）

寄植せん定（中木） 草刈 抜根除草
ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ､
ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ他

①　ｱﾍﾞﾘｱ､
ﾌﾟﾘﾍﾟｯﾄ他

②　ﾄﾍﾞﾗ
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ
ｽﾄﾞｳﾂｹﾞ他

④　ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ、
ﾍﾃﾞﾗ、ｼｼｶﾞｼ
ﾗ､ﾕｷﾔﾅｷﾞ､他

①除草
中低木植栽内
植桝除草

9 須磨多聞線その１ 1 2

10 須磨多聞線その２ 1 2 1

12 垂水妙法寺線その１ 2 1 2 2

42 学園多聞線 1 1 1 2 2

中央分離帯　合計 490 4,740 4,250

〇除草・草刈・中低木剪定（環境緑地帯）

寄植剪定（中木） 草刈 除草

ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ､ｳﾊﾞ
ﾒｶﾞｼ他

①　ｱﾍﾞﾘｱ､ﾌﾟﾘ
ﾍﾟｯﾄ他

②　ﾄﾍﾞﾗ
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ
ｽﾄﾞｳﾂｹﾞ他

④　ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ、
ﾍﾃﾞﾗ、ｼｼｶﾞｼ
ﾗ､ﾕｷﾔﾅｷﾞ､他

①除草
中低木植栽内
植桝除草

　 神和台法面 1 1 1

環境緑地帯　合計 6,900 540

〇害虫駆除作業

作業班数

2

　寄植せん定（低木）作業種別

散布場所

学が丘２号線・積水多聞団地内線・商大線

番
号

路線名

路線名・街園名

作業種別

樹種名

回数

550

回数

回数

　寄植剪定（低木）

番
号

樹種名

2,870

回数

回数回数 回数

回数

回数回数

回数回数



〇高木剪定作業（歩道・中分） （別紙 2）

C=0.6
未満

C=0.6～
0.9未満

C=0.9～
1.2未満

C=1.2～
1.8未満

C=1.8～
2.4未満

C=0.6
未満

C=0.6～
1.2未満

C=1.2～
1.8未満

C=0.6
未満

C=0.6～
1.2未満

C=1.2～
1.8未満

1 朝谷幹線 ｲﾁｮｳ 10 3 〇 〇 〇
2 神戸明石線 ｹﾔｷ・ｸｽ 10 3 〇 〇 〇 〇
3 平尾線 ﾄｳｶｴﾃﾞ 9 2 〇 〇 〇 〇
4 王居殿緑地帯 ｸｽ・ﾔﾏﾓﾓ 8 3 〇 〇 〇
5 塩屋舞子線（東） ｹﾔｷ・ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ 8・10 2 〇 〇 〇 〇
6 塩屋多井畑線 ｹﾔｷ 10 3 〇 〇
7 須磨多聞線 ｹﾔｷ・ｸｽ 10 3 〇 〇 〇 〇
8 名谷町押土緑地帯 ｸｽ 9 3 〇 〇
9 垂水妙法寺線 ｲﾁｮｳ・ｱﾒﾌ・ｹﾔｷ 8 3 〇 〇 〇 〇
10 福田街園 ｸｽ 8 3 〇 〇 〇 〇
11 つつじヶ丘1・7号線 ｺﾌﾞｼ 8 3～5 〇 〇 〇
12 東名谷1号線 ﾄｳｶｴﾃﾞ 10 3 〇 〇 〇 〇
13 神和台34・37号線 ｸｽ 8 3 〇 〇 〇 〇
14 桃山台73・74・69号線 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ・ｹﾔｷ 8 3 〇 〇 〇 〇
15 名谷下畑線 ｱﾒﾌ・ｹﾔｷ・ｸｽ・ｲﾁｮｳ 9 2～3 〇 〇 〇 〇
16 西下畑1号線 ｱﾒﾘｶﾌｳ 9 2 〇 〇 〇
17 つつじヶ丘31号線 ｺﾌﾞｼ 8 3～5 〇 〇
18 桃山台39号線 ｺﾌﾞｼ 8 3～5 〇 〇
19 塩屋丸山線 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ 10 3 〇 〇 〇 〇
20 修道緑地帯 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ 10 3 〇 〇
21 西名1号線 ﾊﾅﾐｽﾞｷ 8 3～5 〇 〇
22 東垂水137号線 ｹﾔｷ 9 3 〇 〇 〇 〇
23 つつじが丘108号線 ｻｸﾗ 9 3～5 〇 〇
24 名谷高曽２号線 ｱﾒﾘｶﾌｳ 10 3 〇 〇 〇 〇
25 福田川左岸2号線 ｸｽ・ｻｸﾗ・ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ 8 3 〇 〇 〇 〇
26 福田川右岸線 ｸｽ・ｻｸﾗ 8 3 〇 〇 〇 〇
27 学園緑が丘１号線 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ・ﾄｳｶｴﾃﾞ 10 3 〇 〇 〇 〇
28 学園緑が丘49号線 ｱﾗｶｼ 10 3 〇 〇 〇 〇
29 学園緑が丘58・59・60号線 ｱﾗｶｼ・ﾒﾀｾｺｲｱ 10 3 〇 〇 〇
30 高尾美の谷線 ｺﾌﾞｼ 9 3～5 〇 〇 〇
31 西垂水57・58・66号線 ｺﾌﾞｼ・ｲﾁｮｳ・ｻﾙｽﾍﾞﾘ 8 3 〇 〇 〇 〇
32 日向線 ｹﾔｷ 9 2 〇 〇
33 天神川垂水駅福田川線 ｺﾌﾞｼ・ｹﾔｷ・ｸｽ・ｻｸﾗ 8 3 〇 〇 〇
34 箱木花壇（仮称） ﾄｳｶｴﾃﾞ 9 3 〇 〇
35 松風台１丁目緑地帯 ｸｽ・ﾔﾏﾓﾓ 8 3 〇 〇 〇 〇
36 学園多聞線 ｹﾔｷ・ｸｽ 10 3 〇 〇 〇 〇
37 学園南線 ﾕﾘﾉｷ 8 3 〇 〇 〇 〇
38 舞子多聞線 ｲﾁｮｳ 9 3 〇 〇 〇 〇 〇
39 学が丘１号線 ｱﾗｶｼ・ｱﾒﾘｶﾌｳ 8 3 〇 〇 〇 〇 〇
40 学が丘２号線 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ 10 3 〇 〇 〇 〇
41 本多聞3号線 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ 9 3 〇 〇 〇 〇
42 学が丘３号線 ﾕﾘﾉｷ 9 3 〇 〇 〇 〇
43 学が丘２６号線 ﾀｲﾜﾝﾌｳ 8・10 2 〇 〇 〇 〇
44 学が丘29・30号線 ｸｽ 9 2～3 〇 〇 〇
45 学園緑が丘18号線 ｸｽ 10 3 〇 〇 〇 〇
46 本多聞1号線 ﾕﾘﾉｷ 9 3 〇 〇 〇 〇
47 本多聞２号線 ｺﾌﾞｼ 8 3～5 〇 〇 〇
48 本多聞64号線 ｸｽ・ｹﾔｷ 9 3 〇 〇 〇
49 本多聞71・76号線 ﾔﾏﾓﾓ・ﾓﾁﾉｷ 8 3 〇 〇 〇 〇 〇
50 本多聞７号線 ｸｽ 9 3 〇 〇 〇 〇
51 本多聞84号線 ｱﾗｶｼ 8 3 〇 〇
52 舞子墓園線 ｹﾔｷ 10 3 〇 〇 〇 〇
53 南多聞4丁目緑地帯 ｹﾔｷ・ﾆﾚ 9 3 〇 〇 〇 〇
54 南多聞5号線 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ 10 3 〇 〇 〇 〇
55 積水多聞団地内線 ﾓｯｺｸ・ｷﾝﾓｸｾｲ 9 3 〇 〇
56 多聞伊川谷線 ﾄｳｶｴﾃﾞ 9 3 〇 〇 〇 〇
57 明舞団地内線 ﾄｳｶｴﾃﾞ・ｸｽ 8 3 〇 〇 〇 〇
58 狩口伊川谷線 ｲﾁｮｳ・ｹﾔｷ 8・10 2 〇 〇 〇 〇 〇
59 神陵台1号線 ﾄｳｶｴﾃﾞ 10 3 〇 〇 〇 〇
60 神陵台２号線 ｲﾁｮｳ 8 3 〇 〇 〇 〇
61 神陵台20号線 ｹﾔｷ 10 3 〇 〇 〇
62 神陵台22号線 ﾄｳｶｴﾃﾞ 10 3 〇 〇 〇 〇
63 商大線 ﾄｳｶｴﾃﾞ・ｹﾔｷ・ｼﾏｻﾙ 8 2～3 〇 〇 〇 〇
64 高丸陸10・22号線 ｻﾙｽﾍﾞﾘ 9 3 〇 〇 〇
65 多聞台1号線 ﾕﾘﾉｷ 9 3 〇 〇 〇 〇
66 塩屋舞子線（西） ｹﾔｷ 10 3 〇 〇 〇 〇 〇
67 狩口線 ﾀﾌﾞﾉｷ・ｸｽ 9 3 〇 〇 〇 〇
68 狩口東線 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ 9 2 〇 〇 〇 〇 〇
69 西脇1丁目緑地帯 ｻｻﾞﾝｶ 8 3 〇 〇
70 舞子公園駅北線 ｻﾙｽﾍﾞﾘ 9 3 〇 〇
71 舞子駅高広線 ｹﾔｷ 10 3 〇 〇 〇
72 舞子駅前広場 ｺﾌﾞｼ・ﾓﾁﾉｷ・ｻｸﾗ 9 3 〇 〇
73 舞子小学校前緑地帯 ｹﾔｷ 9 3 〇 〇
74 霞ヶ丘駅前緑地 ｺﾌﾞｼ 9 3 〇 〇 〇
75 神和台法面 ﾒﾀｾｺｲｱ・ｸｽ 10 3 〇 〇 〇 〇

※ｹﾔｷ・ｲﾁｮｳ・ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞの剪定次年度は、樹木によって胴吹剪定を行う

3か年平均 291 233 1074 163 2 50 89 17 38 403 52

〇すべての作業における交通誘導員・処分量参考数量／年

交通誘導員A78人、交通誘導員B241、木くず処分量138ｔ、可燃ごみ処分量122ｔ

路線名
主　要
樹　種

実施
予定年度

〇〇 〇 〇

剪定 障害枝剪定 胴吹除去

〇 〇

規格合計本数

間隔
(年)



別紙３ 
 

神戸市許可一般廃棄物処分業者 一覧（木くず処理関連） 

 

 

１．施設の概要 
 

 藤定運輸㈱ 大栄環境㈱ ㈱萩原林業 

施設名称 
藤定運輸株式会社 六甲リサイクルセンター 神戸ウッドリサイクル 

センター 

施設所在地 
兵庫区遠矢浜町５－８ 東灘区向洋町東２丁目 

２－２ 

西区見津が丘６丁目 

１－２ 

受入時間 ８：００～１７：００ ８：００～１７：００ ８：３０～１６：３０ 

休 業 日 
日曜日 日曜日 日曜日・祝日、 

第２・第４土曜日 

搬入の事前 

連絡 

なし なし 前日１７：００までに㈱

萩 原 林 業 （ 電 話

078-922-6886 ）へ電話 

連絡。 

そ の 他 

 事前に「一般廃棄物処分

業務委託契約」の締結が

必要。 

 

受入金額 １１円／ｋｇ（税別） １１円／ｋｇ（税別） １１円／ｋｇ（税別） 

支払い方法 現金払い 現金払い 現金払い 

お問い合わせ 078-671-2521 078-857-6791 078-922-6886 

 

２．受入基準 
 

 藤定運輸㈱ 大栄環境㈱ ㈱萩原林業 

受入可能な 

もの 

樹木の枝葉、幹 樹木の枝葉、幹 樹木の枝葉、幹 

受入可能な 

サイズ 

制限なし 制限なし 

 

制限なし 

受入できない

もの 

金属類、プラスチック類、ガラス類、紙類、ゴム類、土・石類、草類、樹木の

根 など 

 

  ※ 上記以外の詳細は、各社へ直接お問い合わせください。 



別紙４

番号 提出書類 部数 様式 提出期限

1 業務責任者設置通知書 （注1） 1 様式１ 契約締結後５日以内

2 内訳明細書 （注1） 1 ◆ 契約締結後１４日以内

3 施工計画書 （注1） 1 ◆ 契約締結後速やかに

4 月間予定表、週間予定表 （注1） 1 任意 仕様書に記載のとおり

5 業務記録写真 1 （注2） 市の指示した日

6 作業日報 1 任意 市の指示した日

7 安全管理点検表 1 様式２ 市の指示した日

8 官公庁への手続き書類（写し） 1 ― 市の指示した日

9 剪定枝、ごみ等の処分に関する計量票（写し）（注3） 1 任意 市の指示した日

10 再委託（下請負）承諾申請書 1 市から提供 仕様書に記載のとおり

　※ 上記の書類は、業務担当課へ提出すること

　※ ◆印の書類の様式については｢神戸市土木請負工事必携（令和７年１０月）および

「神戸市土木工事書類作成マニュアル（令和７年１０月１日）による

　※ 安全・訓練等の実施については施工計画書に具体的計画を記載し、実施状況の記録した資料

を整備・保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示すること

　※ 注1の書類については、原則、pdf形式などのデータで提出すること

（データでの提出が難しい場合は紙での提出も可とする）

　※ 注2の業務記録写真は、路線・樹種・作業別に作業前・中・後を同一箇所から撮影すること。また、交通

誘導員や保安施設の配置など安全管理状況がわかる写真を撮影し、黒板等に①路線名、②日付、

③作業種別等を明示すること。書類については、市の求めに応じて原本、原データを提出すること。

　※ 注3の書類については、計量票の原本を市に提出の上、監督員の確認印を得ること。

提出書類一覧表



（様式１）

業　務　名

契約締結日 完成期限

令和　　　年　　　月　　　日 令和　　　年　　　月　　　日

請負金額

（変更する場合はその理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

業務責任者設置通知書　（　□当初　　□変更　）

　

　　　　上記のとおり、業務責任者等を選任しましたので通知します。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　神戸市長　あて

　　　　　　　　　　　請負人

　　　　　　　　　　　　所　在　地
　

　　　　　　　　　　　　代表者名

業務責任者　氏名



（様式２）

※請負人は現場状況等に応じて積極的にチェック項目を増やし、安全管理の徹底に役立てること

業務名：　　　 点検日時：　令和　　年　　月　　日（　）

請負人： 点検者名：

請負人による点検結果

　業務責任者が巡視を実施し、安全管理点検表で市に報告してい
る。

　業務責任者が作業の実施状況を直接確認し、指揮指導できる体制
をとっている。

　作業日毎に当日の作業内容及び予想される危険等について具体的
に作業員まで説明し周知徹底を図っている。

　機具・工具の点検、救急箱の確認を実施している。

　駐車車両に車止措置を行っている。

　作業従事者が適切な服装を着用している（保護帽、保護メガネ等
を含む）

　立入禁止措置、危険箇所等の明示を行っている。

　安全に作業できるよう、スペースを確保している。

　通行車両および歩行者から見えやすい場所に、作業内容・発注者
名・請負人名を記入した工事標示板および作業のお知らせ看板を掲
示している。

　緊急連絡先（警察、消防、病院、官公庁等）を記載した書面を携
帯している。

　作業に関係する許可証（道路使用許可等）を携帯している。

　道路使用許可証のとおりに交通誘導員、保安施設を設置してい
る。

　作業後に現場の清掃を行っている。

改善事項

そ
の
他

安全管理点検表

チェック項目

安
全
管
理
体
制
ほ
か



別紙５ 

リスク分担表 

 

項      目 
リスク分担 

市 受託者 

法令等の変更 
本業務に影響を及ぼす法令等の変更 協議による 

上記以外の法令等の変更  ○ 

税制度の変更（委託料にかかる消費税を除く）  ○ 

物価・金利の変動  ○ 

事故発生（情報漏
えい等を含む） 

受託者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

道路施設の設置に関する瑕疵によるもの ○  

上記以外の理由によるもの 協議による 

道路施設の損傷 

受託者の故意・過失によるもの  ○ 

道路施設の設計・構造上の原因によるもの ○  

上記以外の理由によるもの 協議による 

周辺地域・住民・利
用者への対応 

道路施設の設置に関する訴訟・苦情・要望・住
民反対運動等の対応 

○  

受託者が行う業務及び自主事業に起因する訴
訟・苦情・要望・住民反対運動等の対応 

 ○ 

上記以外のものに関する訴訟・苦情・要望・住

民反対運動等の対応 
協議による 

第三者への賠償
（国家賠償法に基
づく求償権を市が
受託者に行使する
場合を含む） 

受託者としての業務及び自主事業により損害
を与えた場合 

 ○ 

道路施設の設置に関する瑕疵により損害を与
えた場合 

○  

上記以外の理由で損害を与えた場合 協議による 

事業の中止、変更、
延期 

受託者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

市の責めに帰すべき事由によるもの ○  

上記に定めるもの

のほか不可抗力
（暴風、豪雨、洪
水、地震、落盤、火

災、テロ、争乱、暴
動その他の市又は
受託者のいずれの

責めにも帰するこ
とのできない自然
的又は人為的な現

象）によるリスク 

事故発生時の初期対応  ○ 

市が所有する道路施設の復旧費用 ○  

受託者の所有する設備・物品の復旧費用  ○ 

事業の中止、変更、延期等に伴う費用  ○ 

業務の引き継ぎに関する費用（引き継ぎを受ける場合及び次期受託
者に引き継ぐ場合とも） 

 ○ 

  本表に定める事項で疑義がある場合又は本表に定めのない事項については、市と受託者が

協議の上定めることとします。 

 


















